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○ 取扱い 

原則として、う蝕処置を行った同一歯に対して同時に行った「Ｉ０３１ 

フッ化物歯面塗布処置 ２ 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合」

を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

診療状況や患者の状態等によってう蝕処置を行った同一歯に対して、同

時にう蝕の抑制等を目的としたフッ化物歯面塗布処置が必要となる場合

がある。 

 


